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１．背景 

 航空法及び航空法施行規則に基づく飛行計画の記入及び通報の具体的方法に

ついては、「飛行計画記入・通報要領」（以下「要領」という。）により定められ

ている。 

 今般、山形空港出張所における飛行計画の通報等に関する事務がＦＳＣに集

約される等などからを、本要領を一部改正することとする。 

 

 

２．概要 

 ①飛行計画をＦＳＣに中継することができる空港出張所に山形を追加。 

②飛行計画をＦＳＣに中継することができる空港出張所から庄内及び鳥取を

削除。 

 

 

３．今後のスケジュール 

  施行：平成２７年４月１日 

     


